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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　広告のディスプレイからの収益創出方法であって、
　広告提供者端末から提供された広告の特性および複数の場所に設置された複数のディス
プレイ部のそれぞれの媒体分析情報に基づいて、情報提供サーバが、前記複数のディスプ
レイ部のうち前記広告をディスプレイするのに適したディスプレイ部を検索するステップ
（ａ）と、
　前記広告提供者端末により、前記検索されたディスプレイ部のうち少なくとも１つのデ
ィスプレイ部が選択されると、前記情報提供サーバが前記選択された少なくとも１つのデ
ィスプレイ部に前記広告を送信するステップ（ｂ）と、
　前記選択された少なくとも１つのディスプレイ部が前記広告をディスプレイするステッ
プ（ｃ）と、
　前記情報提供サーバにおいて、前記広告の広告料を計算し、前記計算された広告料のう
ち少なくとも一部を、前記選択された少なくとも１つのディスプレイ部を提供したエンテ
ィティの収益として決定するステップ（ｄ）とを含み、
　前記ステップ（ａ）では、前記広告提供者端末から前記情報提供サーバに、前記広告に
関するディスプレイ日付と時間帯に関する情報がさらに提供され、
　前記ステップ（ｂ）では、前記情報提供サーバが、前記ディスプレイ日付と時間帯に前
記選択された少なくとも１つのディスプレイ部に前記広告を送信し、
　前記ステップ（ａ）では、前記情報提供サーバが、前記広告の広告料と前記広告の少な
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くとも１つの特性との相互関係および前記複数のディスプレイ部の各々の媒体分析評価点
数に基づいて前記広告をディスプレイするのに適したディスプレイ部を検索し、
　前記媒体分析評価点数は、前記複数のディスプレイ部のそれぞれの媒体分析情報に基づ
いて導出され、前記複数のディスプレイ部のそれぞれに与えられる、収益創出方法。
【請求項２】
　前記ステップ（ａ）では、前記広告提供者端末により前記広告料の支払い類型が定額制
および従量制のうちいずれ一つを指定され、
　前記ステップ（ｄ）では、前記広告料の支払い類型が従量制に指定されると、前記情報
提供サーバが前記媒体分析情報、前記ディスプレイの日付と時間帯を考慮して、前記広告
料を計算する請求項１記載の収益創出方法。
【請求項３】
　前記ステップ（ａ）では、前記媒体分析情報が、前記複数の場所から前記情報提供サー
バに提供される、請求項１記載の収益創出方法。
【請求項４】
　前記複数の場所のそれぞれに設置された撮像素子から撮影された画像が、前記情報提供
サーバに送信され、前記情報提供サーバが、前記撮影された画像に基づいて前記媒体分析
情報を取得し、更新する、請求項１記載の収益創出方法。
【請求項５】
　前記ステップ（ｄ）では、前記情報提供サーバが、前記撮影された画像に基づいて前記
広告の視聴者の人数を取得し、該人数に基づいて前記選択された少なくとも１つのディス
プレイ部を提供したエンティティの追加の収益を決定する、請求項４記載の収益創出方法
。
【請求項６】
　前記広告が、イベント応募を含み、前記イベント応募が、前記広告をディスプレイする
前記ディスプレイ部の識別記号とともに送信される場合に、
　前記ステップ（ｄ）では、前記情報提供サーバが、前記ディスプレイ部の識別記号が送
信された回数に基づいて前記識別記号に対応するディスプレイ部を提供したエンティティ
の追加の収益を決定する、請求項１記載の収益創出方法。
【請求項７】
　前記媒体分析情報は、
　前記複数の場所の位置、設置空間、訴求対象、および広告物の形態に関する情報を含む
、請求項１記載の収益創出方法。
【請求項８】
　広告のディスプレイからの収益創出システムであって、
　情報提供サーバと、
　前記情報提供サーバに広告を提供する広告提供者端末と、
　複数の場所に設置された複数のディスプレイ部と、を備え、
　前記情報提供サーバは、
　前記広告の特性と、前記複数のディスプレイ部のそれぞれの媒体分析情報に基づいて、
前記複数のディスプレイ部のうち前記広告をディスプレイするのに適したディスプレイ部
を検索し、
　前記広告提供者端末により、前記検索されたディスプレイ部のうち少なくとも１つのデ
ィスプレイ部が選択されると、前記選択された少なくとも１つのディスプレイ部に前記広
告を送信し、前記選択された少なくとも１つのディスプレイ部に前記広告をディスプレイ
させ、
　前記広告の広告料を計算して、前記計算された広告料のうち少なくとも一部を前記選択
された少なくとも１つのディスプレイ部を提供したエンティティの収益として決定し、
　前記広告提供者端末は、前記情報提供サーバに、前記広告に関するディスプレイ日付と
時間帯に関する情報をさらに提供し、
　前記情報提供サーバは、前記ディスプレイ日付と時間帯に前記選択された少なくとも１
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つのディスプレイ部に前記広告を送信し、
　前記情報提供サーバは、前記広告の広告料と前記広告の少なくとも１つの特性との相互
関係および前記複数のディスプレイ部の各々の媒体分析評価点数に基づいて、前記広告を
ディスプレイするのに適したディスプレイ部を検索し、
　前記媒体分析評価点数は、前記複数のディスプレイ部のそれぞれの媒体分析情報に基づ
いて導出され、前記複数のディスプレイ部のそれぞれに与えられる、収益創出システム。
【請求項９】
　前記広告提供者端末は、前記広告料の支払い類型が定額制および従量制のうちいずれ一
つを指定し、
　前記広告料の支払い類型が従量制に指定されると、前記情報提供サーバは、前記媒体分
析情報、前記ディスプレイの日付と時間帯を考慮して、前記広告料を計算する、請求項８
に記載の収益創出システム。
【請求項１０】
　前記複数の場所のそれぞれに設置された撮像素子から撮影された画像が前記情報提供サ
ーバに送信され、前記情報提供サーバが、前記撮影された画像に基づいて前記媒体分析情
報を取得し、更新する、請求項８記載の収益創出システム。
【請求項１１】
　前記広告が、イベント応募を含み、前記イベント応募が、前記広告をディスプレイする
前記ディスプレイ部の識別記号とともに送信される場合に、
　前記情報提供サーバが、前記識別記号が送信された回数に基づいて前記識別記号に対応
するディスプレイ部を提供したエンティティの追加の収益を決定する、請求項８記載の収
益創出システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、個人店舗にディスプレイ部が設置され、広告提供者から広告（例えば、動画
、画像、またはコンテンツなど）が情報提供サーバに提供されると、情報提供サーバが広
告を広告提供者が指定した個人店舗のディスプレイ部または情報提供サーバから分析され
、選択された個人店舗のディスプレイ部に自動的にディスプレイし、情報提供サーバ業者
は、広告提供者から広告料の支払いを受けて、広告料を個人店舗の個人に分配することに
よる、個人店舗を利用した収益創出方法およびシステムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、個人店舗におけるディスプレイ部は、テレビ放送およびケーブル放送を提供
する受像機として利用されるか、自分の店舗の情報を動画、画像、コンテンツなどでディ
スプレイするために使用されている。
【０００３】
　従って、個人店舗のディスプレイ部を利用して単純に放送と個人店舗の情報だけをディ
スプレイするだけで、個人店舗を利用して付加的な利益を上げる方法はなかった。
　それで、個人店舗のディスプレイ部を利用して広告をディスプレイすることで収益を上
げる方法が開発されたが、この方法は、個人店舗の広告をディスプレイするために、広告
提供者が広告をディスプレイすることを望む個人店舗をいちいち訪問して要請しなければ
ならず、多大な時間と費用がかかるという問題があった。
【０００４】
　また、広告をディスプレイすることを望む個人店舗にディスプレイ部が備えられている
場合や、ディスプレイ部が備えられていても、広告をディスプレイするための専門的な技
術を有する人がいない場合には、広告を容易にディスプレイすることが困難であるという
問題があった。
【０００５】
　特許文献１に開示された技術では、サーバに広告が提供されると、サーバがディスプレ
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イ部に広告を送信してディスプレイすることができる。しかし、広告をディスプレイする
ことを望むディスプレイ部を指定するか、ディスプレイ部が設置された空間を提供した個
人店舗の収益を上げることはできないという問題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】韓国公開特許第２０００-００５４８０５号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、上述した問題点を解決することを目的とする。
　また、本発明は、個人店舗にディスプレイ部が設置され、広告提供者より広告が情報提
供サーバに提供されると、情報提供サーバが広告を広告提供者が指定した個人店舗のディ
スプレイ部にディスプレイしたり、情報提供サーバから分析した個人店舗の属性情報に基
づいて、広告やコンテンツをディスプレイするのに適した選択されたディスプレイ部にデ
ィスプレイしたりすることで、情報提供サーバ業者は、広告提供者から広告料の支払いを
受けて、広告料を個人店舗の個人に分配することにより、個人店舗を利用して収益を創出
できることを他の目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記のような本発明の目的を達成し、後述する本発明の特徴的な効果を実現するための
、本発明の特徴的な構成は下記のとおりである。
　本発明の一態様によれば、広告提供者端末から第１広告が提供されると、情報提供サー
バから前記第１広告の特性と複数の個人店舗に設置された複数のディスプレイ部のそれぞ
れの媒体分析情報に基づいて、前記複数のディスプレイ部のうち、前記第１広告をディス
プレイするのに適したディスプレイ部を検索するステップ（ａ）と、前記広告提供者端末
において、前記検索されたディスプレイ部のうち少なくとも１つのディスプレイ部を選択
すると、前記情報提供サーバから前記選択された少なくとも１つのディスプレイ部に前記
第１広告を送信するステップ（ｂ）と、前記選択された少なくとも１つのディスプレイ部
において前記第１広告をディスプレイするステップ（ｃ）と、前記情報提供サーバから前
記第１広告の広告料を計算し、前記広告料の一部を前記選択された少なくとも１つのディ
スプレイ部が設置された個人店舗を提供した個人の収益として計算するステップ（ｄ）と
を備える個人店舗を利用した収益創出方法が提供される。
【０００９】
　本発明の他の態様によれば、複数の個人店舗に設置された複数のディスプレイ部、およ
び広告提供者端末から第１広告が提供されると、前記第１広告の特性と前記複数のディス
プレイ部のそれぞれの媒体分析情報に基づいて、前記複数のディスプレイ部のうち、前記
第１広告をディスプレイするのに適したディスプレイ部を検索し、前記広告提供者端末に
おいて、前記検索されたディスプレイ部のうち少なくとも１つのディスプレイ部を選択す
ると、前記選択された少なくとも１つのディスプレイ部に前記第１広告を送信し、前記第
１広告の広告料を計算して、前記広告料の一部を前記選択された少なくとも１つのディス
プレイ部が設置された個人店舗を提供した個人の収益として計算する情報提供サーバとを
備え、前記選択された少なくとも１つのディスプレイ部が前記第１広告をディスプレイす
ることを特徴とする個人店舗を利用した収益創出システムが提供される。
【００１０】
　この他にも、本発明を実現するための別の方法、別のシステム、および前記方法を実行
するためのコンピュータプログラムを記録するコンピュータ読み取り可能な記録媒体がさ
らに提供される。
【発明の効果】
【００１１】
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　本発明によれば、広告提供者が広告をディスプレイすることを望む個人店舗をいちいち
訪問して要請する必要がないため、広告提供者（広告主）の時間、努力および費用を削減
することができる。
【００１２】
　本発明によれば、個人店舗の個人は広告をディスプレイするためのディスプレイ部を設
置する空き空間を提供することによって、付加的な利益を上げる効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の個人店舗を利用した収益創出システムの構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の一実施例の情報提供サーバの構成を示すブロック図である。
【図３】本発明の一実施例のデータベースの構造を示すものである。
【図４】本発明の一実施例のディスプレイ部の構成を示すブロック図である。
【図５】本発明の一実施例の個人店舗を利用した収益創出方法の動作フローチャートであ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　後述する本発明の詳細な説明は、本発明が実施できる特定の実施例を例として示す添付
図面を参照する。これらの実施例は、当業者が本発明を実施するのに十分詳細に説明され
る。本発明の種々の実施例は互いに異なるが、相互に排他的である必要はないと理解され
なければならない。例えば、ここに記載されている特定の形状、構造及び特性は、一実施
例に関連して、本発明の精神および範囲を逸脱することなく別の実施例で実現されること
ができる。また、それぞれの開示された実施例内の個々の構成要素の位置や配置は、本発
明の精神および範囲を逸脱することなく変更が可能であることを理解する必要がある。従
って、後述する詳細な説明は、限定的な意味を有するものではなく、本発明の範囲は、適
切に説明される場合、請求項が主張するものと均等な全範囲と共に添付された請求項によ
ってのみ限定される。図面において類似の参照符号は、いくつかの側面において様々な同
一または類似の機能を指す。
【００１５】
　以下、本発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が本発明を容易に実施で
きるように、本発明の好ましい実施例について添付図面を参照して詳細に説明する。
　図１は、本発明の個人店舗を利用した収益創出システムの構成を示すブロック図であり
、収益創出システム１００は、ネットワーク１１０と、情報提供サーバ１２０と、データ
ベース１３０と、広告提供者端末１４０と、ｎ個のディスプレイ部１５０－１～１５０－
ｎとを含むことができる。ｎ個のディスプレイ部１５０－１～１５０－ｎは、相異なる地
域のｎ個の個人店舗に設置されることができる。
【００１６】
　図１において、広告提供者端末１４０が１つであることが示されているが、広告提供者
端末１４０もまた、ｎ個のディスプレイ部１５０－１～１５０－ｎと同様に複数個備えら
れることができる。また、データベース１３０が１つ存在すると示されているが、複数個
に分離されて備えられることもあり、情報提供サーバ１２０内に備えられることもある。
【００１７】
　また、本発明では、個人店舗は、個人店舗以外の公衆に公開されたすべての空き空間を
含む概念であり、バス、列車、地下鉄の内外の空き空間を含むことができる。
　図１に示したブロックのそれぞれの機能を説明すると次の通りである。
【００１８】
　ネットワーク１１０は、有線や無線のよう通信態様を問わず構成でき、ローカルエリア
ネットワーク（ＬＡＮ：Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、都市圏ネットワーク
（ＭＡＮ：Ｍｅｔｒｏｐｏｌｉｔａｎ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、広域ネットワーク
（ＷＡＮ：Ｗｉｄｅ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）など、様々なネットワークで構成する
ことができる。好ましくは、本発明でいうネットワーク１１０とは、公知のワールド・ワ
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イド・ウェブ（ＷＷＷ：Ｗｏｒｌｄ　Ｗｉｄｅ　Ｗｅｂ）であることができる。また、情
報提供サーバ１２０とｎ個のディスプレイ部１５０－１～１５０－ｎは、別の専用ネット
ワークに接続されるように構成することもできる。簡単に、ネットワーク１１０は、イン
ターネット（ｉｎｔｅｒｎｅｔ）であることができる。
【００１９】
　情報提供サーバ１２０は、ｎ個の個人店舗から収集された媒体分析情報、広告提供者端
末１４０から提供された広告と広告料の内訳をデータベース化して、データベース１３０
に格納することができる。さらに、情報提供サーバ１２０は、広告提供者端末１４０から
提供された顧客情報とｎ個の個人店舗を提供した会員情報をデータベース化して、データ
ベース１３０に格納することができる。ｎ個の個人店舗の媒体分析情報は、ｎ個の個人店
舗の所有者である個人が情報提供サーバ１２０に接続して、情報提供サーバから提供され
る媒体評価項目別に自己評価することによって収集されることも可能であり、情報提供サ
ーバ業者の評価者が直接個人店舗を訪問して、媒体評価項目別に評価することによって収
集されることも可能である。本発明で、広告は、動画、画像、コンテンツ、およびユーザ
インターフェイスウィンドウを含むことができる。コンテンツの種類は、文化、芸術、エ
ンターテイメント（映画、ミュージック動画、アニメーション、ショーなど）などがあり
、コンテンツは、動画、画像、および音で表現することができる。情報提供サーバ１２０
は、ユーザインターフェイスウィンドウを提供するために、広告提供者端末１４０から提
供された情報照会プログラム、予約プログラム、購入プログラム、およびゲームプログラ
ムなどを格納したり、これらのプログラムを事前に格納したりできて、このプログラムを
実行することによって、ユーザインターフェイスウィンドウを広告として提供することが
できる。
【００２０】
　また、情報提供サーバ１２０は、広告提供者端末１４０で指定されたディスプレイ部に
広告を送信したり、ｎ個の個人店舗から収集された媒体分析情報に基づいて、広告提供者
端末１４０から提供された広告に適したディスプレイ部に広告を送信したりすることがで
きる。
【００２１】
　さらに、情報提供サーバ１２０は、広告料が定額制になっている場合にはその内訳を、
従量制になっている場合にはｎ個の個人店舗から収集された媒体分析情報およびディスプ
レイの日付と時間などに基づいて広告料を算定し、その内訳を広告提供者端末１４０に送
信することができる。
【００２２】
　また、情報提供サーバ１２０は、個人店舗を提供した個人のメールアドレスや携帯電話
番号がデータベース１３０に格納されている場合に、情報提供サーバ１２０は、広告料の
一部を個人店舗を提供した個人の収益として計算し、その内訳を個人店舗の個人のメール
アドレスにメールで送信したり、携帯電話にテキストメッセージで送信したりすることも
できる。
【００２３】
　データベース１３０は、情報提供サーバ１２０から提供される顧客や会員の情報、媒体
分析情報、広告、コンテンツ、および広告料の精算内訳を格納することができる。
　広告提供者端末１４０は、顧客情報を提供して顧客登録をし、ディスプレイを望む広告
を提供し、ディスプレイして欲しいディスプレイ部を指定することができる。さらに、広
告提供者端末１４０は、ディスプレイして欲しい日付と時間などの情報を提供し、定額制
と従量制の広告料の支払い方法のいずれかを選択して、広告提供者（広告主）に関する情
報を提供することができる。
【００２４】
　ｎ個のディスプレイ部１５０－１～１５０－ｎのそれぞれは、情報提供サーバ１２０か
ら送信された広告をディスプレイすることができる。また、ｎ個のディスプレイ部１５０
－１～１５０－ｎのそれぞれは、情報提供サーバ１２０からのコマンドを受信し、情報提
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供サーバ１２０のコマンドに応答して情報提供サーバ１２０に接続し、広告を提供されて
ディスプレイすることもできる。ｎ個のディスプレイ部１５０－１～１５０－ｎは、デー
タの受信のみ可能であり、データの送信はできないように構成することもできる。
【００２５】
　図２は、本発明の一実施例の情報提供サーバの構成を示すブロック図であって、情報提
供サーバ１２０は、アプリケーション部１２０－１とホスト部１２０－２を含むことがで
き、アプリケーション部１２０－１は、検索部、クローラ、媒体分析情報評価部と収益分
配部を含み、ホスト部１２０－２は、データ受信部と、データ送信部を含むことができる
。
【００２６】
　図２に示したブロックのそれぞれの機能を説明すると次の通りである。
　アプリケーション部１２０－１の検索部は、広告提供者端末１４０から広告が提供され
ると、広告の特性に応じてデータベース１３０に格納された媒体分析評価情報を検索して
、広告をディスプレイするのに適した位置にあるディスプレイ部を検索して広告提供者端
末１４０に提供することができる。また、広告提供者端末１４０からの広告提供者が検出
されたディスプレイ部のうち少なくとも１つのディスプレイ部を選択すると、情報提供サ
ーバ１２０で広告とともに広告提供者、ディスプレイの日付と時間、および選択されたデ
ィスプレイ部をデータベース１３０に格納することができる。
【００２７】
　アプリケーション部１２０－１のクローラは、ｎ個の個人店舗に設置されたディスプレ
イ部の媒体分析情報、例えば、位置、設置空間、訴求対象、および広告物の形態などの情
報を分析して評価した媒体分析評価点数を持つディスプレイと広告の特性および/または
広告料との相互関係を作成し、データベース１３０に格納することができる。例えば、広
告の特性と異なる特性を扱う個人店舗のディスプレイ部は相互関係を高く、広告料が高い
顧客の広告と媒体分析評価点数が高いの個人テ店舗のディスプレイ部は相互関係を高く測
定する方法で相互関係を作成することができる。
【００２８】
　媒体分析情報中、位置は、所在地域の規模、所在地域の特徴、駅勢圏、地域内の象徴性
、および詳細位置などであることができ、設置空間は、場所の業種、場所の特徴、品位、
売上規模、およびサービスなどであることができ、訴求対象は、訴求対象層、流動人口の
速度、流動人口の渋滞度、流動車両の速度、および流動車両の渋滞度などであることがで
き、広告物の形態は、露出方向、露出面数、広告物の方法、広告の干渉度、および周辺の
広告物の密度などであることができる。
【００２９】
　アプリケーション部１２０－１の媒体分析情報評価部はｎ個の個人店舗それぞれの媒体
分析情報に基づいてディスプレイ部１５０－１～１５０－ｎのそれぞれに媒体分析評価点
数を付与してデータベース１３０に格納することができる。
【００３０】
　アプリケーション部１２０－１の収益分配部は、広告提供者に課する広告料を計算し、
広告料の一部を個人店舗を提供した個人の収益として計算して、データベース１３０に格
納することができる。収益分配部は、広告料が定額制になっている場合にはその内訳を、
従量制になっている場合にはｎ個の個人店舗から収集された媒体分析情報とディスプレイ
の日付と時間などに基づいて広告料を算定し、その内訳を広告提供者端末１４０に送信す
ることができる。収益分配部は、ディスプレイの日付、例えば、平日か繁忙期かによって
、繁忙期の中でも祝日、特定のイベント期間、クリスマスシーズン、年末～年明けシーズ
ン、および週末や連休によって加重値を異にし、ディスプレイの時間帯は、例えば、普通
の時間帯であるかゴールデンタイムであるかによって、ゴールデンタイムの中でも、午前
７時～９時、午後９時～１０時、午後１２時～２時、午後５時～７時、午後７時～９時に
よって加重値を異にして広告料を算定することができる。
【００３１】
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　しかし、個人店舗を提供した個人が広告料の一部を、個人店舗を提供した個人の収益と
して提供されず、毎月一定の金額を支払われることを望む場合は、つまり、定額制を望む
場合、他の物品（例えば、テレビまたは冷蔵庫などの製品）の支給を望む場合、および個
人店舗を提供した個人がディスプレイして欲しい情報（例えば、自分の店舗の広告）をデ
ィスプレイしたい場合などには、これに関する情報を収益分分配部に格納することもでき
る。このため、個人店舗を提供した個人のそれぞれは広告料の一部を、個人店舗を提供し
た個人の収益として提供されることを望まない場合には、個人店舗を提供した個人のそれ
ぞれが個人の端末を利用して情報提供サーバ１２０に接続して、上述した３つの場合のい
ずれかを選択することができる。
【００３２】
　ホスト部１２０－２のデータ受信部は、広告提供者端末１４０で入力する広告提供者の
情報を受信することができる。さらに、データ受信部は、個人店舗を提供した個人が、個
人の端末を利用して、入力する媒体分析情報を受信することもできる。
【００３３】
　ホスト部１２０－２のデータ受信部は、広告提供者が指定した日付と時間に指定された
ディスプレイ部に広告を提供することができる。この時、ホスト部１２０－２のデータ受
信部は、広告を提供するディスプレイ部が少なくとも２つ以上ある場合には、少なくとも
２つ以上のディスプレイ部に同時に広告を提供することができる。ホスト部１２０－２の
データ受信部は、指定されたディスプレイ部に指定された日付と時間にディスプレイされ
るべき広告に関する情報を与え、指定されたディスプレイ部から指定された日付と時間に
広告の送信要請があれば、広告を送信することもできる。
【００３４】
　図３は、本発明の一実施例のデータベースの構造を示すもので、データベース１３０は
、顧客情報格納部、媒体分析および評価情報格納部、広告格納部、および広告料内訳格納
部を含むことができる。
【００３５】
　図３に示したブロックのそれぞれの機能を説明すると次の通りである。
　顧客情報格納部は、広告提供者端末１４０から提供された広告提供者に関する情報、つ
まり、広告主情報を格納することができる。さらに、個人店舗を提供した個人に関する情
報、つまり、会員情報を格納することができる。会員情報は、個人店舗を提供した個人が
、個人の端末を利用して情報提供サーバに接続して提供した情報であることができる。広
告主情報と会員情報には、メールアドレスおよび/または携帯電話番号が含まれることが
できる。
【００３６】
　媒体分析情報格納部は、ｎ個のディスプレイ部１５０－１～１５０－ｎに関する媒体分
析情報を格納することができる。媒体分析情報は、個人店舗を提供した個人が情報提供サ
ーバ１２０に接続して情報提供サーバが提供する媒体評価項目に記載することによって収
集されることもあり、情報提供サーバ業者から個人店舗を訪問して、媒体評価項目による
評価をすることによって収集されることもできる。また、媒体分析情報は、個人店舗を提
供した個人が媒体分析情報が変更されたときに情報提供サーバ１２０に接続して、媒体分
析情報を更新することができ、情報提供サーバ業者から個人店舗を周期的または非周期的
に訪問して、媒体評価項目を再評価することによって、媒体分析情報を更新することもで
きる。
【００３７】
　また、媒体分析および評価情報格納部は情報提供サーバ１２０のアプリケーション部１
２０－１のクローラによって分析された広告とコンテンツの種類と広告料と、適切な媒体
分析情報を持つディスプレイ部との間の相互関係に関する情報を含むことができる。さら
に、媒体分析および評価情報格納部は、アプリケーション（１２０-１）の媒体分析情報
評価部によって評価されたｎ個の個人店舗のｎ個のディスプレイ部１５０－１～１５０－
ｎの媒体分析評価情報を含むことができる。
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【００３８】
　広告格納部は、広告提供者端末１４０によって提供された広告を格納することができる
。広告格納部は、広告のディスプレイの日付、時間に関する情報、およびディスプレイす
るディスプレイ部に関する情報を含むことができる。
【００３９】
　広告料内訳格納部は、情報提供サーバ１２０のアプリケーション部１２０－１の収益分
配部によって計算された広告提供者に課する広告料や個人店舗の個人に支払う収益などの
広告料の内訳を格納することができる。
【００４０】
　図４は、本発明の一実施例のディスプレイ部の構成を示すブロック図であって、ディス
プレイ部１５０－１は、データ送受信部１５２、ディスプレイ装置１５４とカメラ部１５
６を含むことができる。図４において、カメラ部１５６は、必須的に備えられるものでは
なく、選択的に備えられることができる。また、データ送受信部１５２とディスプレイ装
置１５４が別途に備えられることを図示したが、データ送受信部１５２は、ディスプレイ
装置１５４の内部に備えられてもよい。
【００４１】
　図４に示したブロックそれぞれの機能を説明すると次の通りである。
　データ送受信部１５２は、情報提供サーバ１２０から送信される広告を受信することが
できる。また、データ送受信部１５２は、情報提供サーバ１２０から送信されるコマンド
、例えば、ディスプレイされるべき広告、日付と時間の情報を受信して、情報提供サーバ
１２０に接続して、広告を提供されることができる。
【００４２】
　ディスプレイ装置１５４は、データ送受信部１５２から送信される広告をディスプレイ
することができる。ディスプレイ装置１５４は、ディスプレイだけのためのＬＣＤ、ＬＥ
Ｄ、ＯＬＥＤ、ＰＤＰなどのディスプレイ装置が使用されるだけでなく、ディスプレイに
タッチ機能、動作認識、および/または温度機能が追加されたディスプレイ装置も使用す
ることができる。ディスプレイ装置１５４は、スピーカを内蔵することができ、したがっ
て、単純に動画、画像またはコンテンツをディスプレイするだけでなく、係る音声や音を
発生することができる。また、ディスプレイ装置１５４は、３Ｄ（次元）または３Ｄ（次
元）ホログラムなどのような様々な形態のディスプレイが可能な装置であることができる
。
【００４３】
　タッチ機能が備えられたディスプレイ装置が使用される場合に、ディスプレイ部にディ
スプレイされる広告を見ている視聴者が画面をタッチすることによってディスプレイされ
る広告が反応するようにすることもできる。また、動作認識機能が備えられるディスプレ
イ装置が使用される場合に、ディスプレイ部にディスプレイされる広告を見ている視聴者
がとる動作を認識することによってディスプレイされる広告が反応するようにすることも
できる。つまり、相互的（ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅ）に動作するようにすることもでき、
また、ディスプレイされる広告を見ている視聴者が画面をタッチしたり、動作をとったり
することによって予約やイベント応募などをすることもできる。つまり、ディスプレイ部
は、どのような種類のディスプレイ装置を使用してもよい。
【００４４】
　カメラ部１５６は、個人店舗の媒体評価情報を収集して更新するために使用することが
できる。また、カメラ部１５６は、広告がディスプレイされるときに広告を見ている視聴
者の人数を把握するために使用することができる。また、カメラ部１５６によって撮影さ
れた映像は、データ送受信部１５２を介して情報提供サーバ１２０に提供され、情報提供
サーバ１２０は、撮影された映像から当該広告を見ている観客数をカウントして、カウン
トされた観客数情報を個人店舗を提供した個人の収益を計算するときに反映することもで
きる。つまり、カウントされた観客数が多い場合には、当該個人店舗を提供した個人に追
加収益を提供することができる。
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【００４５】
　また、データ送受信部１５２は、カメラ部１５６によって撮影された映像において、個
人情報保護の観点から個人情報を収集できなくするために、撮影された映像から顔を検出
して人数を把握した後に人数に関する情報だけを情報提供サーバ１２０に送信し、撮影さ
れた映像は、廃棄したり、撮影映像をモザイク処理して保管したり、情報提供サーバ１２
０に送信したりすることができる。さらに、データ送受信部１５２が情報提供サーバ１２
０にモザイク処理された撮影映像を送信して、情報提供サーバ１２０でモザイク処理され
た撮影映像から顔を検出し、人数を把握した後、モザイク処理された撮影映像を保管した
り、廃棄したりすることができる。
【００４６】
　また、携帯端末ユーザが、図１のネットワーク１１０を介して情報提供サーバ１２０に
接続して、会員登録をして、広告料を支払って、ディスプレイ部を指定すると、ランダム
広告、文字、数字、および記号の入力に応じた広告が、指定されたデータ送受信およびデ
ィスプレイ部の追加の露出窓にディスプレイされることができる。つまり、ディスプレイ
部の全画面を介して、広告やコンテンツがディスプレイされている中で、小さな画面の追
加の露出窓（オーバーレイ・ウィンドウ）を介してランダム広告、文字、数字、および記
号の入力に応じた広告をディスプレイすることができる。
【００４７】
　また、ディスプレイ部にディスプレイされる広告がイベント応募の広告である場合、携
帯端末ユーザが当該ディスプレイ部にディスプレイされる広告を見てイベントの応募をし
ながら、当該データディスプレイ部の識別記号を入力すると、情報提供サーバ１２０から
広告料を計算するときにイベントを応募した人の数が多いディスプレイ部が設置された個
人店舗を提供した個人に追加の収益を与えることもできる。
【００４８】
　図５は、本発明の一実施例の個人店舗を利用した収益創出方法を説明するための動作フ
ローチャートである。
　まず、広告提供者端末１４０から情報提供サーバ１２０に接続して情報提供サーバ１２
０に広告を提供する（ステップ２００）。
【００４９】
　さらに、広告提供者端末１４０から情報提供サーバ１２０にディスプレイの日付と時間
帯をさらに提供することができる。情報提供サーバ１２０は、データベース１３０に広告
、ディスプレイの日付と時間帯を格納することができる。また、広告提供者端末１４０に
おいて、前記広告料を定額制または従量制で支払うことを指定することができる。
【００５０】
　情報提供サーバ１２０で広告の特性とｎ個の個人店舗に設置されたｎ個のディスプレイ
部１５０－１～１５０－ｎのそれぞれの媒体分析情報に基づいて、前記ｎ個のディスプレ
イ部のうち広告をディスプレイするのに適したディスプレイ部を検索する（ステップ２１
０）。
【００５１】
　情報提供サーバ１２０のデータベース１３０に格納された広告の特性および/または広
告料とｎ個の個人店舗に設置されたｎ個のディスプレイ部１５０－１～１５０－ｎのそれ
ぞれの媒体分析評価点数との相互関係に基づいて、ｎ個のディスプレイ部のうち広告をデ
ィスプレイするのに適したディスプレイ部を検索することができる。
【００５２】
　情報提供サーバ１２０から検索された結果を広告提供者端末１４０に送信する（ステッ
プ２２０）。
　広告提供者端末１４０から検索されたディスプレイ部のうち少なくとも１つのディスプ
レイ部を選択する（ステップ２３０）。
【００５３】
　情報提供サーバ１２０から選択された少なくとも１つのディスプレイ部に広告を送信す
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る（ステップ２４０）。
　情報提供サーバ１２０は、データベース１３０に格納された広告を、指定したディスプ
レイの日付と時間帯に選択された少なくとも１つのディスプレイ部に送信することができ
る。
【００５４】
　選択された少なくとも１つのディスプレイ部で広告をディスプレイする（ステップ２５
０）。
　情報提供サーバ１２０で広告の広告料を計算し、広告料の一部を選択された少なくとも
１つのディスプレイ部を提供した個人の収益として計算する（ステップ２６０）。
【００５５】
　情報提供サーバ１２０から計算された広告料や個人の利益をデータベース１３０に格納
することができる。ステップ２００において、広告提供者端末１４０で広告料を従量制に
指定すると、情報提供サーバ１２０で媒体分析情報、ディスプレイの日付と時間帯をさら
に考慮して、広告料を計算することができる。
【００５６】
　以上説明した本発明に係る実施例は、種々のコンピュータ構成要素を介して実行できる
プログラムコマンドの形で実現され、コンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録される
ことができる。コンピュータ読み取り可能な記録媒体は、プログラムコマンド、データフ
ァイル、データ構造などを単独または組み合わせて含むことができる。前記記録媒体に記
録されるプログラムコマンドは、本発明のために特別に設計されて構成されたものである
か、コンピュータソフトウェア分野の当業者に公知されて使用可能なものであることがで
きる。コンピュータ読み取り可能な記録媒体の例には、ハードディスク、フロッピーディ
スク（登録商標）または磁気テープなどの磁気媒体と、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤなどの光記
録媒体と、プティカルディスク（ｆｌｏｐｔｉｃａｌ　ｄｉｓｋ）などの自己光媒体（ｍ
ａｇｎｅｔｏ－ｏｐｔｉｃａｌ　ｍｅｄｉａ）と、ＲＯＭ、ＲＡＭ、フラッシュメモリな
どのプログラムコマンドを格納して実行するように特別に構成されたハードウェア装置と
が含まれる。プログラムコマンドの例には、コンパイラによって作成されるもののような
機械語コードだけでなく、インタプリタなどを使用してコンピュータによって実行できる
高級言語コードも含まれる。前記ハードウェア装置は、本発明に係る処理を実行するため
の１つ以上のソフトウェアモジュールとして動作するように構成されることができ、その
逆も同様である。
【００５７】
　以上、本発明の具体的な構成要素などの特定事項と限定された実施例及び図面によって
説明されたが、これは本発明のより全体的な理解を助けるために提供されたものであり、
本発明が上記実施例に限定されるものではなく、本発明が属する分野で通常の知識を有す
る者であれば、このような記載から多様な修正および変形を図ることができる。
【００５８】
　したがって、本発明の思想は、上記説明した実施例に限定して定められてはならず、後
述する特許請求の範囲だけでなく、この特許請求の範囲と均等にまたは等価的に変形され
たすべてのものは、本発明の思想の範囲に属するものである。
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